
作りませんか？　マイナンバーカード

和寒町の
マイナンバーカード交付率は…
　２人に１人はカードを持っている計算になります。

55.9％
　　（令和４年 12 月末時点）

・お手元の申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入して郵便で申請！

・お手元の申請書のＱＲコードを読み取って、スマートフォンから申請！

・役場で申請書を再発行し、顔写真をその場で撮って申請！

※申請書を役場に持参いただき、顔写真を役場で撮影して申請することもできます。

・2023 年１月 10 日～ 2023 年３月 31 日までは、郵便局でも申請できます！

申請の仕方

　上記のとおりに申請してから、１か月程度でマイナンバーカードができあがります。

　カードの交付は役場で行いますので、お知らせはがきが届いたら、必要なものを持ってご本人

が役場お客さま窓口までお越しください。

・暗証番号 (パスワード )の設定　　　・有効期限等カードの説明

・希望される方に、保険証利用の登録やマイナポイントの説明、申込み

　所要時間：カード交付『10 分程度』＋ポイント登録 10 ～ 20 分程度』

　※�上記の時間は目安です。窓口の混み具合によって、お待ちいただく場合も

あります。時間に余裕をもってお越しください。

役場ではこんな手続きをします！

　カードのお受け取りには、原則ご本人に来ていただいております。入院や施設の入所、長期出張

中などやむを得ない事情の場合代理人の受取が可能ですが、仕事や学校などは該当しませんので、

ご本人が役場へお越しくださるようお願いします。代理人による受取の場合、必要書類等連絡事項

がございますので、事前にご相談ください。

　最大で２万円分のポイントがもらえるマイナポイント第２弾の対象となる、マイナンバーカードの

申請期限が、令和５年２月末までに延長されました。これに伴い、マイナポイントの受取期限も新た

な期限が公表される予定ですので、決まり次第お知らせいたします。

切れていませんか？マイナンバーカードの有効期限

　マイナンバーカードには有効期限があります。期限が切れていると、「マイナポイントに申し

込めない」・「保険証として使えない」などカードの機能を失いますので、カード表面に記載の有

効期限を今一度ご確認ください。

　　○カード自体の有効期限：18 歳以上の方は 10 年、18 歳未満の方は５年

　　○電子証明書の有効期限：５年

　期限が近づくと、更新のお知らせが届きますので、住民課までお越しください。

マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの
申請期限が令和５年２月末までに延長されました！
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